
労働保険手続きに係る

電子申請体験コーナーをご利用ください。

◎時 間 午後１０時～午後３時（土日祝日及び年末年始を除く）

◎場 所 埼玉労働局総務部労働保険徴収課
さいたま市中央区新都心１１-2 ランドアクシスタワー１５階

◎対 象 労働保険関係手続きを担当する事務担当者の方など

◎内 容 電子申請による労働保険関係書類の作成方法等の説明など

◎利 用 ご希望の方は事前にご予約をお願いします。
新型コロナウイルス感染予防のため、ご来局の際はマスク着用をお願いしています。

お問い合わせ先 労働保険徴収課 ０４８－６００ー６２０３

※また、厚生労働省では、事業所への訪問やオンラインでの対応により、電子申請の初期設定や
労働保険関係手続の電子申請の実演等を行う「電子申請未利用事業場アドバイザー事業」
を実施しています。
・厚生労働省ホームページにリンク

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03809.html
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